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1945 年 8 月 6 日広島・8 月 9 日長崎。一瞬にして多くの命が奪われたばかりか、今も後遺症に苦しむ

被爆者を生み出した原爆被爆から 80 年を迎えます。 

東京電力福島第一原発の過酷事故からは 14 年が過ぎました。特定復興再生拠点区域の避難指示がすべ

て解除され、住民の帰還に向け、町の整備や企業誘致などが進められています。また、帰還意向のある住

民が帰還できるよう、必要な箇所の除染を進める「特定帰還居住区域」は、5つの市と町で策定されまし

たが、避難の長期化に伴い帰還を断念せざるを得ない住民も多くなっています。 

自民、公明でつくる東日本大震災復興加速化本部は第 14 次提言を石破首相に提出しました。しかし、

この提言には、帰還困難区域での活動自由化が盛り込まれており、「被ばくが自己責任」になってしまう

おそれがあるとともに、除染や被ばく対策などに関する国の責任がなし崩し的に放棄されかねません。

福島原発事故が終わったことにはさせてはなりません。 

除染土については、現在、福島県大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設に保管され、2045 年までに

福島県外で最終処分をすることが法律で定められています。その量は東京ドーム 11 杯分にのぼり、国は

最終処分の量を減らすために再生利用する方針ですが、5兆円以上もかけて集めた除染土を再び拡散する

ことは愚の骨頂です。国民的な議論が必要です。 

避難指示区域等の住民の医療・介護保険料や医療費の窓口自己負担分の免除等の措置が、2014 年まで

に避難指示が解除された地域から段階的に廃止されています。原発事故によって生活を奪われた人々の

健康及び生活の保障は、事故を起こした国と東京電力の責務であり、被害者の当然の権利です。被ばくを

強いられたすべての人々の健康と医療を保障させていかなければなりません。 

政府・東京電力は、2023年 8月 24 日、漁業関係者をはじめ多くの県民、国民、さらには国際社会の理

解が得られないまま、「ALPS処理水」の海洋放出を開始し、今年 4 月までに通算 12回、約 9万 4千トン

を放出しました。放出１回当たりのトリチウム量が毎回増えてきており、今後もこの放出が 30 年間も続

いていくことを思うと、将来どうなっていくのか非常に不安です。 

政府与党は、第 7次エネルギー基本計画を閣議決定し、再生可能エネルギーの割合を 2040 年度に 4～

5割程度へ引き上げる目標を示すと同時に、原発を最大限活用する政策へ回帰しています。原発事故の反

省から明記してきた「可能な限り原発依存度を低減する」との表現も削除されています。未だに約 2万 5

千人の県民が避難を余儀なくされるなど、原発事故は現在進行形であるにもかかわらず、被害者の心の

痛みを忘れたかのような政府方針の転換は、到底認められません。 

私たちは、東日本で開催される原水爆禁止世界大会として、東北・新潟・茨城の組織と連帯し原子力施

設の稼働反対、核燃料サイクル施設の建設・運転の断念などを求めます。 

さらに、国と東京電力の責任を厳しく問い、原発事故被害者の人権と補償の確立を求める運動を強める

ため、全国、全世界の反核・脱原発運動と連帯します。ヒロシマ・ナガサキ・ビキニ・チェルノブイリを

はじめ、世界の核被害者と連帯します。「核と人類は共存できない」を原点に、原発も核も戦争もない平

和な社会の実現に向けたたかいを進めていきます。 

2025 年 7月 26 日 

被爆 80周年原水爆禁止世界大会・福島大会 

 


